
 皆様、本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうござ
います。CFOの松下です。

 本日は、2025年3月期第3四半期決算実績、2025年3月期通期業績
予想及び配当予想、セグメントの状況、中期経営計画の取り組み状
況と、JR九州高速船株式会社の船舶事業撤退についてご説明いた
します。

 まず、「2025年3月期第3四半期決算実績」について説明します。5
ページをご覧ください。









 営業収益は、鉄道事業を始めとした各事業における需要が回復したこと
などにより、対前年で289億円増の3,219億円となりました。

 営業利益は、営業収益の増加により、対前年で65億円増の496億円。
EBITDAも、対前年で99億円増加し、770億円となりました。

 また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年に実施しましたドラ
ッグイレブン株式の売却に伴う譲渡益の減などにより、対前年で33億円
減の373億円となりました。

 次に、｢通期業績予想｣について説明します。9ページをご覧ください。









 通期業績予想及び配当予想については、11月6日公表の予想から変更し
ておりません。

 引き続き、各セグメントにおける収入費用の動向を注視しつつ、今期業
績予想及び中期経営計画の数値目標達成に向けた各種施策を推進してま
いります。

 次に、「セグメントの状況」について説明します。14ページをご覧く
ださい。











 運輸サービスセグメントにおいて、鉄道旅客運輸収入は想定に対して堅調
に推移しました。

 内訳を見ますと、特に定期外収入が想定に対して堅調に推移し、8月の自
然災害の影響は挽回できたと認識しています。

 鉄道事業の費用については、新人事・賃金制度導入により人件費が前年か
ら増加していますが、ほぼ想定通りに推移しています。

 今後もトップラインの状況を注視しながら、コストコントロールを進めて
まいります。

 なお、2024年8月から運行を停止し2024年12月に事業廃止を決定したJR
九州高速船について、営業利益への影響は第3四半期時点では約7億円と見
込んでおります。

 次のページをご覧ください。



 次に、鉄道事業のインバウンドの状況について説明します。

 第3四半期のインバウンド収入は、前期の第3四半期とほぼ同水準で推移
しました。

 インバウンド収入の過半を占めるJR九州レールパスの販売数は、対前年
110％で推移しております。

 地域別販売先について、中国からのお客さまのご利用の回復が継続して
おります。

 また、今年4月より実施する運賃料金の改定に伴い、JR九州レールパスの
価格改定を予定しております。この価格改定による増収額は運賃改定の
増収額約160億円にほぼ含まれております。

 17ページをご覧ください。





 次に、不動産・ホテルセグメントについて説明します。

 まず、不動産賃貸事業について、駅ビルのテナント売上高は、引き続き
JR博多シティが牽引し、堅調に推移いたしました。

 また、オフィスビルや賃貸マンションの入居率については、引き続き堅
調に推移しております。

 次のページをご覧ください。



 次に、不動産販売事業について説明します。

 分譲マンション販売は、当社初の東京での開発物件である「MJR深川住
吉」含めて順調に推移し、前期に対して増収で想定通りに進捗していま
す。

 また、保有物件の売却について、今期の第3四半期に賃貸マンション1棟
を第三者へ売却いたしました。前期は第3四半期までに賃貸マンション2
棟を売却したため、今期は減収ではあるものの、想定通りに売却を実施
しております。

 次のページをご覧ください。



 次に、ホテル事業について説明します。

 ADR・稼働率ともに、引き続きインバウンド比率の高いホテルが伸⾧を
牽引しています。今期の上期からさらに伸⾧し、想定を上回る水準で推
移しました。

 今後は2024年10月に実施したホテル運営子会社の再編を通して、各社の
リソースやノウハウを結集して経営基盤の強靭化を図り、施設運営力を
さらに磨いてまいります。

 次のページをご覧ください。



 流通・外食セグメントについては、小売と飲食の既存店がいずれも好調
に推移するとともに、前期に開店した店舗も順調に推移したことなどか
ら増収増益となりました。

 既存店については駅立地店舗、郊外等の店舗いずれも好調に推移し、お
客さま単価も前期をやや上回る水準で推移しております。

 次に、「中期経営計画の取り組み状況」について説明します。23ページ
をご覧ください。







 当社は、2030年⾧期ビジョンの実現に向け、2024年度までの3か年の中
期経営計画において、「成⾧軌道への復帰を図る」ステージとし、3つの
重点戦略を推進しており、今期はその最終年度となります。

 次のページをご覧ください。



 鉄道事業の事業構造改革について、未来鉄道プロジェクトの中から「未来のメンテナ
ンス」について2つご紹介をします。

 まず、九州新幹線における線路確認業務の効率化です。現在、夜間工事作業終了後始
発前までの時間で線路確認車による安全確認をしております。線路確認車は運転者と
確認要員の2名で運用しておりますが、この確認要員をカメラに置き換え、AIを活用
して線路上の支障物検知やリスク判定を自動で行う装置をTAI社（トウキョウ アーチ
ザン インテリジェンス 株式会社）と共同で開発しております。現在実証実験を行っ
ており、2025年度上期の導入を予定しております。

 次に、在来線における列車巡視の効率化です。係員が営業列車に添乗して沿線の状況
を確認する「列車巡視」の業務について、2020年から一部線区で営業列車を改造し
たRED EYEによって実施しておりました。今回、このRED EYEの機能を取り外し
可能な形式で開発することができました。一部線区での運用を開始しており、2025
年度以降、順次導入してまいります。これにより在来線のほぼ全線区で列車巡視業務
が人からシステムへ置き換わる予定です。

 これらのように、従来は人間が行っていた業務を機械やAIに置き換えていくことで、
安全性と生産性を両立したメンテナンスを目指した取り組みを推進いたします。

 次のページをご覧ください。



次に、ローカル線の取り組みについてお話しいたします。

日田彦山線BRTひこぼしラインは、2023年8月の開業から1年以上が経過
しましたが、現在でも鉄道時代を上回るご利用状況が継続しております。

また、2024年11月28日に、宮崎県と鹿児島県に跨る、日南線の油津～志
布志間における将来の地域公共交通のあり方について、地域のみなさまと
議論させていただきたい旨を公表いたしました。

この日南線やすでに検討会議を設置しております指宿枕崎線、それ以外の
線区についても、将来に向けた議論を行っていきたいと考えております。

次のページをご覧ください。



 次に、西九州エリアのまちづくりについて説明します。

 西九州新幹線については、ご利用のお客さまが引き続き九州新幹線を上
回る水準で推移しております。

 また、⾧崎駅の近距離のご利用も堅調であり、アミュプラザ⾧崎新館の
開業後は、台風の影響があった2024年8月を除き、コロナ前を上回るご
利用が継続している他、定期のご利用のお客さまについても、前年同期
末と比較して増加しております。

 2024年10月には近隣の商業施設も開業しました。⾧崎駅周辺や西九州
エリアで更に賑わいを生み出せるよう引き続き取り組んでまいります。

 次のページをご覧ください。



次に、豊肥本線エリアの概況についてご説明いたします。

半導体企業の集積が進んでいる菊陽町が募集する、原水駅周辺土地区画整
理事業において、2024年11月に当社を含むコンソーシアムが、「将来ビ
ジョン」の具体化に向けた事業検討パートナーに選定されました。

この土地区画整理事業と併せて、当初2027年春に設置予定であった新駅
は2029年春以降の設置となりました。

鉄道のご利用が増加傾向にある当エリアにおいて、地元とともに将来のま
ちづくりを見据えた取り組みを進めてまいります。

最後に、「JR九州高速船株式会社の船舶事業撤退」について説明します。
29ページをご覧ください。





 2024年8月の問題発生以降、皆さまにご心配やご迷惑をおかけしており
ます。申し訳ございません。

 本件について、2024年12月23日開催の取締役会において事業撤退の意
思決定をいたしました。

 これは、追加のハード対策でも確実な安全が担保できないこと、仮に運
航を再開しても運航条件の見直しが必要となり、お客さまへご迷惑をお
かけし、定期航路としての役割が果たせないことから、事業の継続性が
見出せないと判断したためです。

 今後船舶事業について、2025年2月28日に廃止の届出を九州運輸局へ提
出することを予定しております。また、捜査の対応等が完了次第、JR九
州高速船株式会社は清算を予定しております。

 次のページをご覧ください。



 2024年8月の事象発生以降、取締役会において社外取締役からはそれぞ
れの知見に基づき様々な意見が出されております。

 こうしたご意見などを踏まえて、当社グループのガバナンス改善策を策
定して取り組んでまいります。

 次のページをご覧ください。



 取締役会における議論、第三者委員会の調査結果報告でのご指摘、株主
の皆さまとの議論も踏まえ、ガバナンス強化策として各グループ会社に
おいて安全を担当する役員を選任し、管理体制の強化を図るなどの取り
組みを行うとともに、社員の心理的安全性を高める取り組みを併せて進
めてまいります。

 今後も取締役会で議論を深め、追加的なガバナンス強化策があれば実施
していきます。

 以上でご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。




